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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、
　前記基板上に設けられ、上面に発光部を有する発光素子と、
　前記基板上に設けられた受光素子とを備えた光モジュールにおいて、
　前記発光素子の側面を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂
を配置し、
　前記光吸収樹脂と前記基板の間には、前記光吸収樹脂と非接着の部材が配置されている
ことを特徴とする光モジュール。
【請求項２】
　請求項１に記載の光モジュールにおいて、
　前記光吸収樹脂の上を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を反射する反射材が配
置されていることを特徴とする光モジュール。
【請求項３】
　請求項２に記載の光モジュールにおいて、
　前記反射材が樹脂であることを特徴とする光モジュール。
【請求項４】
　基板と、
　前記基板上に設けられた発光素子と、
　前記基板上に設けられた受光素子を備えた光モジュールにおいて、
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　前記発光素子の周囲を囲うように、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂
が配置され、
　前記光吸収樹脂と前記基板の間には、前記光吸収樹脂と非接着の部材が配置されている
ことを特徴とする光モジュール。
【請求項５】
　請求項４に記載の光モジュールにおいて、
　前記光吸収樹脂の外周を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を反射する反射材が
配置されていることを特徴とする光モジュール。
【請求項６】
　請求項５に記載の光モジュールにおいて、
　前記反射材が樹脂であることを特徴とする光モジュール。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の光モジュールにおいて、
　前記光吸収樹脂が、透明樹脂と、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収材とを
混合することにより構成されていることを特徴とする光モジュール。
【請求項８】
　請求項１から７のいずれかに記載の光モジュールにおいて、
　前記光吸収樹脂が、黒色の封止樹脂により構成されていることを特徴とする光モジュー
ル。
【請求項９】
　請求項１から３のいずれかに記載の光モジュールにおいて、
　前記非接着な部材がテフロン（登録商標）であることを特徴とする光モジュール。
【請求項１０】
　請求項３または請求項６に記載の光モジュールにおいて、
　前記反射材が白色ペーストにより構成されていることを特徴とする光モジュール。
【請求項１１】
　請求項３または請求項６に記載の光モジュールにおいて、
　前記反射材が、前記発光素子の発光波長における屈折率が、前記光吸収樹脂の前記発光
素子の発光波長における屈折率と異なる樹脂により構成されていることを特徴とする光モ
ジュール。
【請求項１２】
　光ファイバに接続される光送受信モジュールにおいて、
　請求項１乃至１１のいずれかに記載の光モジュールと、
　前記光ファイバからの光を前記光モジュールの受光素子に出射するとともに、前記光モ
ジュールの発光素子からの光を前記光ファイバに出射するように合波及び分波を行う光合
分波器と、
　前記光モジュールと前記光合分波器を格納する筐体とを備えたことを特徴とする光送受
信モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、同一筐体内に発光素子と受光素子を搭載する光モジュールにおいて、光クロ
ストークを抑制する構造を有する光モジュールに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　光送受信モジュール等の発光素子（半導体レーザ）と受光素子（フォトダイオード）を
同一筐体内に備える光モジュールにおいて、光クロストークを抑制することは良好な受光
感度を得るうえで極めて重要な要素となっている。この光クロストークの原因としては主
に以下の２つの経路が存在している。第１の経路は、発光素子から出射した光が筐体の内
壁で散乱され、受光素子に達するものである。第２の経路は、発光素子（半導体レーザ）
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の活性層から基板内に漏れ出た光（以下、漏れ光と記す。）が発光素子の側面から外部へ
出射され、直接もしくは筐体の内壁で散乱され、受光素子に達するものである。これら光
クロストークを抑制するために、従来から様々な手法が考案されてきた。
【０００３】
　例えば、特許文献１では、基板上に発光素子と受光素子を搭載した光モジュールにおい
て、該発光素子と受光素子間に波長選択フィルタを挿入し、発光素子からの迷光を反射さ
せることにより光クロストークを抑制する光モジュールが記載されている。
【０００４】
　また、特許文献２および特許文献３には、基板上に複数の光半導体素子を搭載した光モ
ジュールにおいて、その複数の光半導体素子の間に光吸収樹脂（または遮光樹脂）を配置
することにより、該素子間の光クロストークを抑制する構造をとっており、前記光吸収樹
脂（または遮光樹脂）は、前記光半導体素子の周囲を透明樹脂で覆った上から、該透明樹
脂を含めて基板表面に塗布されている光モジュールが記載されている。
【０００５】
【特許文献１】特開平１１－２４８９７８号公報
【特許文献２】特開２０００－７５１５５号公報
【特許文献３】特開平２－７３２０８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１では、発光素子と受光素子間に波長選択フィルタが挿入された形態であるた
め、発光素子から受光素子へ直接入射する光に関しては、遮断することができる。しかし
ながら、発光素子の後方（波長選択フィルタと反対側）へ出射した光（漏れ光）が筐体の
内壁で散乱し、受光素子に入射する経路（上記第２の経路）に対して、波長選択フィルタ
は有効に機能しない構成となっている。換言すると、漏れ光（上記第２の経路）起因の光
クロストークを抑制できない構成となっている。
【０００７】
　特許文献２および特許文献３では、上記漏れ光（上記第２の経路）起因の光クロストー
クの抑制を考慮して、樹脂が発光素子を完全に覆い、且つ樹脂と基板が接着した形態とな
っている。しかしながら、この形態では樹脂と基板が接着しているため、樹脂の熱収縮に
より発光素子に歪みが発生する。換言すると、発光素子内の回折格子の間隔が変化するこ
ととなる。この回折格子間隔の変化は、発光波長の変動を引き起こす虞がある。また、歪
みにより発光素子の信頼性低下が懸念される。さらに、特許文献２および特許文献３では
、樹脂で吸収（遮断）しきれなかった漏れ光が、光クロストークを引き起こす原因となり
得る可能性がある構成となっている。
【０００８】
　以上述べたように、発光素子と受光素子が同一筐体内に備える光モジュールにおいて、
従来の技術では発光素子の特性劣化、信頼性低下を引き起こすことなく漏れ光（第２の経
路）による光クロストークを抑制することが困難であった。
【０００９】
　本発明の目的は上記を鑑み、簡便な構造で発光素子の特性劣化、信頼性低下を引き起こ
すことなく漏れ光起因の光クロストークを抑制し、良好な受光感度を得ることのできる光
モジュールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記課題を解決するため、下記のいずれかの特徴を有する。
【００１１】
　本発明では光素子（発光素子および受光素子）を搭載する基板上に樹脂と非接着な材質
を形成した領域を設ける。さらに、光吸収樹脂と光反射材を組み合わせることにより、光
吸収効率の向上を図る点に特徴を持つ。
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【００１２】
　具体的には、基板上に複数の発光素子と受光素子を搭載した光モジュールにおいて、前
記発光素子の側面を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂を配
置し、前記光吸収樹脂と前記基板の間には、前記光吸収樹脂と非接着な材質を配置する。
本構造を採ることにより、樹脂の熱収縮による発光素子の歪みを抑制することができる。
【００１３】
　また、基板上に複数の発光素子と受光素子を搭載した光モジュールにおいて、前記発光
素子の側面を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂を配置し、
前記光吸収樹脂と前記基板の間には、前記光吸収樹脂と非接着な材質を配置し、前記光吸
収樹脂の上を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を反射する反射材を配置する。本
構造を採ることにより、樹脂の熱収縮による発光素子の歪みを抑制すると共に光吸収樹脂
による光吸収効率を向上させることができる。
【００１４】
　また、基板上に複数の発光素子と受光素子を搭載した光モジュールにおいて、前記発光
素子の周囲を囲うように、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂を配置し、
前記光吸収樹脂の外周を覆うように、前記発光素子の発光波長の光を反射する反射材を配
置する。本構造を採ることにより、樹脂の熱収縮による発光素子の歪みを抑制すると共に
光吸収樹脂による光吸収効率を向上させることができる。
【００１５】
　さらに、基板上に複数の発光素子と受光素子を搭載した光モジュールにおいて、前記発
光素子として、側面が、前記発光素子の発光波長の光を吸収する光吸収樹脂によりコーテ
ィングされたものを用いる。本構造を採ることにより、樹脂の熱収縮による発光素子の歪
みを抑制すると共に光吸収樹脂による光吸収効率を向上させることができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明による構造をとれば、簡便な構造で発光素子の特性劣化、信頼性低下を引き起こ
すことなく漏れ光起因の光クロストークを抑制し、良好な受信感度を得ることのできる光
モジュールを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施の形態について、実施例を用い図面を参照しながら説明をする。な
お、実質同一部位には同じ参照番号を振り、説明は繰り返さない。
【００１８】
　まず、各実施形態に共通する一芯双方向光送受信モジュールの基本構成について図1お
よび図２を用いて説明する。
【００１９】
　図１は本発明を適用する二波長を用いた一芯双方向光送受信モジュールの全体構成を説
明した断面図である。図2は、本実施例の一芯双方向光送受信モジュールにおける光合分
波器の光分波・合波機能の詳細を説明した図である。
【００２０】
　まず、図１を用いて、二波長を用いた双方向光送受信モジュールの基本構成について説
明する。本モジュールは送信を担う発光素子１１と受信を担う受光素子１２を搭載した光
素子搭載基板１がＣＡＮステム１３上に実装され、光合分波器２は筐体３に実装されてい
る。発光素子１１は、その上面に電気信号を光信号に変えて発光する発光部を有し、受光
素子１２は、その上面に光信号を電気信号に変換する受光部を備えている。光素子１１、
１２の使用波長はそれぞれλ１、λ２であり、波長の長短関係はλ１＜λ２である。筐体
３内部には光合分波器２の実装を可能とするための凹凸が設けられている。光合分波器２
は透明基板２１を支持基板とし、一方の面に第一の波長選択フィルタ２２aか形成され、
この面と平行な対向する面に第二の波長選択フィルタ２２bが形成されている。光合分波
器２の実装は、筐体３の凹凸への外形合わせで行い、ＵＶ硬化樹脂で接着している。透明
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基板２１の材質はＢＫ７とした。透明基板２１は平面に対する角度を持つように実装され
ている。波長選択フィルタ２２a、２２bはTa2O5とSiO2からなる誘電体多層膜で構成され
ている。波長選択フィルタ２２a、２２bはλ１＜λth＜λ２の分離波長λthを持ち、この
λthより短波長の光を透過し、長波長の光を反射する性質をもつフィルタ（いわゆるショ
ートパスフィルタ）とした。
【００２１】
　発光素子１１から出射された波長λ１の光は、第一の波長選択フィルタ２２aに到達す
る。第一の波長選択フィルタ２２aはλ１の波長を透過し、透明基板２１での屈折により
光路を平行移動し、レンズ４を介して光ファイバ５と光結合される。
【００２２】
　一方、光ファイバから出射された波長λ２の光は、レンズ４を介して透明基板２１に入
射し、透明基板２１での屈折を受けた後、第一の波長選択フィルタ２２aに到達する。光
ファイバから出射された波長λ２は、第一の波長選択フィルタ２２aで反射されて、対向
する第二の波長選択フィルタ２２bに到達する。対向する第二の波長選択フィルタ２２bは
第一の波長選択フィルタ２２aと同じものなので、波長λ２の光は再度反射される。
【００２３】
　第二の波長選択フィルタ２２bで反射された光は、再び透明基板２１内へと入射する。
このとき、最も素朴な設計では、第二の波長選択フィルタ２２bで反射された光（上記、
再度透明基板２１内へ入射光）は、第一の波長選択フィルタ２２aが形成されていない箇
所へ入射した後、光合分波器２から波長λ２の光が紙面下方へ出射し、受光素子１２へ入
射する構成となる。
【００２４】
　しかしながら、本実施例では、第二の波長選択フィルタ２２bからの反射光は、再び第
一の波長選択フィルタ２２aへと入射し、第一の波長選択フィルタ２２aと第二の波長選択
フィルタ２２bの間をさらに二往復させる設計としている。これは、発光素子１１と受光
素子１２の間隔をより大きくするためである。なぜならば、高速で駆動する発光素子は、
受光素子側に対するノイズ源（これを電気的クロストークと呼ぶ）となる恐れがあるため
である。電気的クロストーク等、その他特段の理由がない場合は、ガラス基板内の多重反
射のピッチと素子の実装ピッチを一致させて反射回数が最小となる構成が望ましい。
【００２５】
　本実施例では、第一の波長選択フィルタ２２aと第二の波長選択フィルタ２２bの間を三
往復した光は、第一の波長選択フィルタ２２aの形成されていない箇所を透過し、受光素
子１２へ入射する。
【００２６】
　ここで、本実施例における光合分波器２の光分波・合波機能の詳細を、図２を参酌して
説明する。光合分波器２の角度がθ1の場合、ファイバ５あるいは発光素子１１からの光
は、光合分波器２表面の垂直方向に対して、θ1の角度を持って光合分波器２に入射する
こととなる。透明基板２内に入射時の屈折角度θ2は、スネルの法則から、外部の屈折率n

1、透明基板２１の屈折率n2とすると、θ2＝sin-1(n1・sinθ1/n2)となる。したがって、
発光素子１１からの光の、光合分波器２における入射位置と出射位置の平行方向の移動距
離xは、透明基板２１の厚さをdとすると、d・sin(θ1－θ2)/cosθ2となる。
【００２７】
　このとき、基板内部での多重反射の周期長yは、2dtanθ2で与えられる。また、この多
重反射する光が、前述したような原理でフィルタにより波長分離されて入射時の光軸と垂
直な平面へと出射する場合、その平行方向の周期長zは2d・sinθ2・cosθ1与えられる。
本実施例では、光合分波器２内で光が３往復する構成としている。このとき、素子搭載基
板上の発光素子１１と受光素子１２は、発光素子１１の発光点と受光素子１２の受光点の
間隔が３zだけ離れた位置に搭載さることになる。したがって、適切な素子間隔を保てる
ようd,θ1を選択する必要がある。
【００２８】
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　なお、本実施例では、光素子搭載基板１上の発光素子１１にはマイクロレンズを集積し
た垂直出射型ＬＤを用いた。実装上の簡便さから垂直出射型のＬＤが望ましいが、発光素
子１１には端面出射型ＬＤを用いることも可能である。また、光結合の容易さや部品点数
削減の観点からレンズ集積型が望ましいが、それに囚われる必要がないことはいうまでも
ない。
【００２９】
　同様の理由で受光素子１２も面入射型のＰＤを用いているが、それに囚われる必要がな
いことはいうまでもない。
【００３０】
　また、アンプＩＣやチップコンデンサもＣＡＮステム１４上または光素子搭載基板１上
に実装されるが、それらは通常の場合と同様なので図示していない。
【実施例１】
【００３１】
　本発明の第一の実施形態について、図３を用いて説明する。図3（a）は、本実施例にお
ける光素子搭載部の詳細を示した平面図、図3（b）は、本実施例における光素子搭載部の
詳細を示した断面図である。
【００３２】
　本実施例では、図１のような構成の一芯双方向光送受信モジュールに対し、発光素子１
１の側面を覆うように、発光素子１１の発光波長λ１の光を吸収する光吸収樹脂を配置し
ている。その光素子搭載部の詳細を、図3を用いて説明する。
【００３３】
　光吸収樹脂６として発光素子１１の発光波長λ１の光を吸収するUV硬化型樹脂を用いて
いる。発光素子１１と非接着層７を基板上に設置し、このUV硬化型樹脂をディスペンサに
より発光素子１１側面であり非接着層７上に塗布した後、UV照射により光吸収樹脂６を硬
化させる。これにより、発光素子１１側面からの漏れ光１０は、光吸収樹脂６により吸収
されることとなる。そのため、発光素子１１側面から直接または筐体３での散乱により、
受光素子１２へ入射する漏れ光１０を低減することが可能となり光クロストークを抑制す
ることができる。
【００３４】
　さらに、光吸収樹脂６と光素子搭載基板１の間には、光吸収樹脂６と接着しない材質か
らなる非接着層７が形成されている。本実施例では、非接着層７の材質としてテフロン（
登録商標）を用いており、この非接着層７は発光素子１１を接続する前から、光素子搭載
基板１上にあらかじめテフロン（登録商標）加工することにより形成されている。これに
より、光吸収樹脂６は光素子搭載基板１と接着せず、発光素子１１の側面とのみ接着され
ている状態となる。この状態で温度変化により光吸収樹脂６が収縮した場合、光吸収樹脂
６は発光素子１１側面を基準として、発光素子１１外周方向へ収縮することとなる。換言
すると、光吸収樹脂６と光素子搭載基板１に拘束されてないため、発光素子１１に光吸収
樹脂６の収縮による応力（歪み）が発生しないこととなる。
【００３５】
　なお、本実施例では光吸収樹脂６として波長λ１の光を吸収するUV硬化型樹脂を用いた
が、これに囚われる必要はなく例えば、波長λ１の光を吸収する物質（粉末）とUV硬化型
樹脂を混合させたものでもかまわない。また、黒色の封止用樹脂でもかまわない。
【００３６】
　さらに、本実施例では非接着層７をテフロン（登録商標）加工により形成しているが、
光吸収樹脂６と接着しなく材質であればこれに限定されるものでないことは言うまでもな
い。
【００３７】
　本実施例では、図１のような構成の一芯双方向光送受信モジュールを例に説明をしたが
、この構成に限らず、発光素子と受光素子を同一筐体内に備える光モジュールに対して、
適用することができる。これは、以下の実施形態でも同様である。
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【実施例２】
【００３８】
　本発明の第二の実施形態について、図４を用いて説明する。図４（a）は、本実施例に
おける光素子搭載部の詳細を示した平面図、図４（b）は、本実施例における光素子搭載
部の詳細を示した断面図である。
【００３９】
　本実施例は、実施例１の構成に対しさらに、発光素子１１の発光波長λ１の光を反射す
る反射材８で光吸収樹脂６の上を覆っている。本実施例では、反射材８として熱硬化型の
白色ペーストを用いている。反射材８は、光吸収樹脂６をUV硬化した後に、光吸収樹脂６
の上にディスペンス法によって供給している。反射材８を供給後、熱硬化を実施すること
により図４の構成は実現される。これにより、光吸収樹脂６で吸収しきれなかった漏れ光
・は、反射材８で反射され、再度光吸収樹脂６で吸収される。したがって、漏れ光・の吸
収効率が向上することとなり、光クロストークを低減させることができる。
【００４０】
　本実施例では、反射材６として白色ペーストを用いたが、金属薄膜を用いてもかまわな
い。金属薄膜を蒸着により光吸収樹脂６上に形成することにより、白色ペーストと同様に
光吸収樹脂６で吸収しきれなかった漏れ光１０を反射させることができる。
【００４１】
　また、反射材８として波長λ１における屈折率が、光吸収樹脂６のそれと異なる樹脂で
代用してもかまわない。この場合、光吸収樹脂６と反射材８の界面で、光吸収樹脂６と反
射材８の屈折率差に起因するフレネル反射が起こる。このフレネル反射による反射率Rは
、波長λ１における光吸収樹脂６の屈折率をn3、反射材８の屈折率をn4、反射材８へ垂直
入射すると仮定すると、R＝（n4－n3）

2/（n4+ n3）
2×100（%）で表される。具体的には

、n3 ＝1.2、n4 ＝1.5の場合、反射率R＝(1.5－1.2)2/(1.5+1.2)2×100 ≒3.4 （%）とな
る。したがって、光吸収樹脂６で吸収しきれなかった光の3.4％が再度、光吸収樹脂６で
吸収されることとなる。
【００４２】
　本実施例においても、非接着層７の存在により光吸収樹脂６、反射材８ともに光素子搭
載基板１と接着していない。そのため実施例１と同様に、温度変化時の光吸収樹脂６、反
射材８の収縮により、発光素子１１に歪みが発生することを抑制することができる。
【実施例３】
【００４３】
　本発明の第三の実施形態について、図５を用いて説明する。
【００４４】
　図５（a）は、本実施例における光素子搭載部の詳細を示した平面図、図５（b）は、本
実施例における光素子搭載部の詳細を示した断面図である。
【００４５】
　本実施例では、図１のような構成の一芯双方向光送受信モジュールに対し、発光素子１
１の周囲を囲うように、発光素子１１の発光波長λ１の光を吸収する光吸収樹脂６を配置
している。その光素子搭載部の詳細を、図3を用いて説明する。
【００４６】
　発光素子１１の周囲には、発光素子１１の発光波長λ１の光を吸収するUV硬化型樹脂を
用いている。この光吸収樹脂６は、転写法により光素子搭載基板１上の発光素子１１搭載
部の周囲に塗布した後、UV照射により光吸収樹脂６を硬化させる。これにより、発光素子
１１はその周りを光吸収樹脂６の壁によって囲われることとなる。この構成により、発光
素子１１の側面から出射された漏れ光１０は、光吸収樹脂６の壁に吸収されることとなる
。そのため、発光素子１１側面から直接または筐体３での散乱により、受光素子１２へ入
射する漏れ光１０を低減することが可能となる。
【００４７】
　本実施例では、光吸収樹脂６は発光素子１と接触しない構造となっている。そのため、
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実施例１のように、非接着層７が光素子搭載基板１に形成されていなくても、温度変化時
の光吸収樹脂６の収縮が起きても発光素子１に歪みが発生しないこととなる。
【００４８】
　なお、本実施例では光吸収樹脂６として波長λ１の光を吸収するUV硬化型樹脂を用いた
が、実施例１と同様に、これに囚われる必要はなく例えば、波長λ１の光を吸収する物質
（粉末）とUV硬化型樹脂を混合させたものでもかまわない。また、黒色の封止用樹脂でも
かまわない。
【実施例４】
【００４９】
　本発明の第四の実施形態について、図６を用いて説明する。図６（a）は、本実施例に
おける光素子搭載部の詳細を示した平面図、図６（b）は、本実施例における光素子搭載
部の詳細を示した断面図である。
【００５０】
　本実施例は、実施例３の構成に対しさらに、光吸収樹脂６の壁の外周を覆うように、発
光素子１１の発光波長λ１の光を反射する反射材８を配置する。本実施例では、反射材８
として熱硬化型の白色ペーストを用いている。反射材８は、光吸収樹脂６をUV硬化した後
に、光吸収樹脂６の壁の外周を覆うように、ディスペンス法によって供給している。反射
材８を供給後、熱硬化を実施することにより図６の構成は実現される。これにより、光吸
収樹脂６の壁で吸収しきれなかった漏れ光１０は、反射材８で反射され、再度光吸収樹脂
６で吸収される。したがって、漏れ光１０の吸収効率が向上することとなり、光クロスト
ークを低減させることができる。
【００５１】
　本実施例においても、光吸収樹脂６は発光素子１と接触しない構造となっている。その
ため、実施例１のように、非接着層７が光素子搭載基板１に形成されていなくても、温度
変化時の光吸収樹脂６の収縮が起きても発光素子１に歪みが発生しないこととなる。
【００５２】
　本実施例では、反射材８として白色ペーストを用いたが、実施例２と同様に、金属薄膜
や波長λ１における屈折率が、光吸収樹脂６のそれと異なる樹脂で代用してもかまわない
。
【実施例５】
【００５３】
　本発明の第五の実施形態について、図７を用いて説明する。図７（a）は、本実施例に
おける光素子搭載部の詳細を示した平面図、図７（b）は、本実施例における光素子搭載
部の詳細を示した断面図である。
【００５４】
　本実施例では、図１のような構成の一芯双方向光送受信モジュールにおいて、発光素子
１１として、その側面が発光素子１１の発光波長λ１の光を吸収する光吸収する材質によ
りコーティングされたものを用いる。その光素子搭載部の詳細を、図３を用いて説明する
。
【００５５】
　発光素子１１の側面のコーティング層・の材質として、本実施例では発光素子１１の発
光波長λ１の光を吸収する光吸収する光吸収樹脂を用いている。このコーティング層９は
、発光素子１１を光素子搭載基板１に搭載する前に、光吸収樹脂を噴霧することにより予
め形成されている。これにより、発光素子１１側面からの漏れ光１０は、コーティング層
９により吸収されることとなる。そのため、発光素子１１側面から直接または筐体３での
散乱により、受光素子１２へ入射する漏れ光・を低減することが可能となり光クロストー
クを抑制することができる。
【００５６】
　また、予め側面がコーティングされた発光素子１１を光素子搭載基板に搭載しているた
め、コーティング層９と光素子搭載基板１は接着していない。そのため、温度変化があっ
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構造となっている。
【００５７】
　なお、本実施例ではコーティング層９の材質として光吸収樹脂を用いているが、発光波
長λ１の光を吸収する光吸収する材質であればなんでもよく、望ましくは噴霧しやすい材
質が好適である。
【産業上の利用可能性】
【００５８】
　本発明は、発光素子と受光素子を具備する光モジュールを用いた情報通信装置を使用す
る分野、例えば光通信モジュール、光記録モジュール、高速スイッチング装置（ルータ、
サーバなど）、などに利用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に関わる各実施形態に共通する一芯双方向光送受信モジュールの全体構成
を説明した図である。
【図２】本発明に関わる各実施形態に共通する一芯双方向光送受信モジュールにおける光
合分波器の光分波・合波機能の詳細を説明した図である。
【図３】本発明に関わる第一の実施の形態を説明する図である。
【図４】本発明に関わる第二の実施の形態を説明する図である。
【図５】本発明に関わる第三の実施の形態を説明する図である。
【図６】本発明に関わる第四の実施の形態を説明する図である。
【図７】本発明に関わる第五の実施の形態を説明する図である。
【符号の説明】
【００６０】
１・・・光素子搭載基板、１０・・・漏れ光、１１・・・発光素子、１２・・・受光素子
、２・・・光合分波器、２１・・・透明基板、２２a、２２b・・・波長選択フィルタ、
３・・・CANステム、３１・・・光導波路コア、４・・・レンズ、５・・・光ファイバ、
６・・・光吸収樹脂、７・・・非接着層、８・・・反射材、９・・・コーティング材。
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